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概要 

2011年の東日本大震災では、本来被災者を支援するはずの行政自体が大きな被害を受け、行政機能が

大きく低下した（公助の限界）。そのような中で、総務省や内閣府の調査分析によれば、SNS等の ICT関

係のサービスが、地域コミュニティの住民等の自助・共助による避難活動、救援活動、復旧活動等に大

きな役割を果たしたといわれている。現在、首都直下地震、南海トラフ地震等の大規模広域災害の発生

が懸念されている中で、地域コミュニティにおける防災力の強化が進められているが、本稿では、2014

年４月から施行された災害対策基本法に基づく「地区防災計画制度」における ICT の活用の在り方等に

ついて、マンションの住民等を中心とした「よこすか海辺ニュータウンソフィアステイシア」（神奈川

県横須賀市）における共助による地区防災計画づくりを例に、考察を行うものとする。 
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１ はじめに 

1.1 背景 

2011 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災は、大地震及び津波によって、東北地方を中心に死者・行

方不明者約１万 9,000 人という大変大きな被害をもたらした。 

その際には、本来、発災時に被災者を支援するはずの行政自体も大きな被害を受け、例えば、岩手県

大槌町では、町長をはじめ多くの職員が亡くなり、行政機能が大きく低下する等行政自体が本来の役割

を果たすことができないような状況に陥った（公助の限界）1。 

このような公助の限界の中で、地域コミュニティにおける住民や事業者による共助による防災活動が

大きな役割を果たしたことは有名であるが2、総務省や内閣府の調査分析によれば、その際には、SNS

                                                   
1 大矢根（2014）12 頁以下参照。 
2 例えば、岩手県釜石市において、過去の津波の経験に基づく防災教育を受けた小中学生の多くが、自

発的に地域コミュニティの人々とともに避難を行い、地域コミュニティの多くの人々が助かった事例が

有名である。内閣府（2014b）13 頁、内閣府（2014a）６頁、大矢根（2014）６頁参照。ただし、これ

は、津波から自らの命を守るための小中学生の「津波てんでんこ」 に基づく自助の行動が、地域コミ

ュニティ全体の避難につながったという点で、結果的として共助の活動となった事例である。矢守（2012）

44 頁では、「てんでんこ」は、一見自助のみを強調するかにみえるが、家族やコミュニティといった事

前の社会の在り方、事後の人身の回復やその結集にも大きな意味を持つものであり、共助の重要性を強

調する要素を有しているとする。 
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等の ICT3が、地域コミュニティの住民等の避難活動、救援活動、復旧活動等に大きな役割を果たしたと

されている。 

そして、現在、首都直下地震、南海トラフ地震等の大規模広域災害の発生が懸念されている中で、地

域コミュニティにおける防災力4の強化が進められているが、以下では、東日本大震災等における地域コ

ミュニティにおける共助による防災活動に係る ICT の役割について整理するとともに、2014 年４月か

ら施行された災害対策基本法に基づく「地区防災計画制度」における ICT 等を活用した地域コミュニテ

ィにおける防災力の強化の在り方について考察を行うものとする。 

 

1.2 主な先行研究 

本稿に関係の深い地域防災力、ICT、「地区防災計画制度」等に関連する先行研究としては、以下のも

のがあげられる。 

まず、防災分野での研究において参考文献として取り上げられることの多い内閣府の過去の防災白書

について整理しておきたい。 

東日本大震災前のものとしては、内閣府（2010）１頁以下があり、阪神・淡路大震災での事業者、

NPO 等の多様な主体による共助による防災活動について、アンケート調査を行うとともに、先進事例

について紹介した上で、今後の共助や地域防災力強化の在り方について検討を行っているが、阪神・淡

路大震災の際の共助による防災活動について分析を行ったのみであり、ICT との関係や平常時からの地

域防災力と共助との関係等については、ほとんど触れられていない。 

東日本大震災後のものとしては、内閣府（2013a）23 頁以下があり、ここでは、東日本大震災後の地

域コミュニティの住民、事業者等の地域防災力向上のための取組について、各府省の主要な統計データ

やアンケート調査のデータを用いて分析するとともに、先進事例について紹介しているが、ICT との関

係については、総務省の情報通信系のデータが若干紹介されているだけであり、地域防災力と共助との

関係についても具体的に検討されていない。 

さらに、内閣府（2014b）１頁以下では、2014 年４月の「地区防災計画制度」の施行を踏まえ、同制

度のガイドラインである内閣府（2014a）の主要点について紹介するとともに、地域コミュニティにお

ける共助による防災力の強化について、先進事例について紹介し、防災活動を通じてソーシャル・キャ

ピタルを醸成し、地域コミュニティの活性化や地域の特性に応じた柔軟なまちづくりに取り組むことの

重要性について述べているが、ICT の役割については、内閣府（2013c）に係る事業者による事業継続

に関する分析の中で触れられているだけであり、十分な分析が行われていない。 

ところで、東日本大震災における事例を踏まえ、災害時の ICT の活用に関する説明でよく取り上げら

れる中央官庁のデータ・報告書としては、総務省（2012）、内閣官房（2014）があげられるほか、また、

地震や津波からの避難行動に関するものとしては、内閣府（2013b）5、内閣官房・内閣府（2012）、国

土交通省（2011）6等があげられる。しかし、いずれも当然のことながら新しい「地区防災計画制度」

との関係については、触れられてはいない。 

                                                   
3 Information and Communication Technology 
4 地域防災力については、矢守（2011）188 頁、鍵屋（2005）３頁、田中（2007）227 頁以下参照。 
5 内閣府東北地方太平洋沖地震を教訓とした地震・津波対策に関する専門調査会の第 7 回（2011 年８月

16 日）の資料として結果概要や単純集計等を公表している。 
6 これを受けて津波避難について検討を行ったのが、国土交通省（2013）である。なお、同省の津波避

難関係のデータは、http://www.mlit.go.jp/toshi/toshi-hukkou-arkaibu.html に整理されている。 
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一方、研究者等によるものとしては、阪神・淡路大震災等と踏まえた上で、復興、防災等に関連した

まちづくりを地域コミュニティと関連づけるような先行研究として、経済学的観点から、ソーシャル・

キャピタルについて分析を行った川脇・奥山（2013）146～154 頁、川脇（2011）175～187 頁、立木

（2007）４～19 頁等のほか、災害社会学的な観点からの浦野・大矢根・吉川（2007）、大矢根・浦野・

田中・吉井（2007）等があげられる。また、同様の観点からの地方公共団体の関係委員会等による報告

書としては、神戸市（2004）、兵庫県（2001）等があげられる。しかし、これらにおいては、ICT との

関係や当然のことながら東日本大震災以降の「地区防災計画制度」等の共助の動きについては、考慮さ

れていない。 

東日本大震災後の地域コミュニティにおける共助による防災活動、災害対策基本法の改正、「地区防

災計画制度」の在り方等について触れたものとしては、同制度の創設関係者等による研究があげられる。

例えば、内閣府の共助による支援活動及び受援活動に関する調査について分析を行った守・西澤・筒井・

金（2014）、西澤・筒井（2014c）及び三浦・西澤・筒井（2013）、同制度の法制化の経緯7について分

析を行った井上・西澤・筒井（2014）、西澤・筒井（2014d）、西澤・筒井・金（2015）及び西澤・筒井・

田中（2015）、内閣府(2014a)の照会・分析を行った西澤・筒井（2014g）、内閣府（2014b）の照会・分

析を行った西澤（2014a）及び西澤（2015）、西澤・筒井（2014b）、西澤・筒井（2014f）及び金（2015）、

同制度のテキストとして書かれた西澤・筒井（2014a）、同制度と事業継続計画（BCP）との関係につい

て述べた西澤（2014b）、同制度と中国のコミュニティにおける防災制度との比較研究を行った金（2015a）

及び金（2015ｂ）、内閣府の同制度に係るモデル事業の具体的な事例について紹介した井上・山﨑・山

辺・川田（2015）、経済学的な立場から同制度の展開の可能性について述べた川脇（2015）、工学的な

立場から計画作成の在り方について述べた加藤（2015）等があげられる。ただし、いずれも ICT との

関係については、ほとんど触れられていない。 

東日本大震災以降に ICT との関係を意識して、地域防災力や「地区防災計画制度」について具体的に

検討したものとしては、西澤・筒井（2014e）及び西澤・筒井・金（2014）があるが8、いずれも地域防

災力強化における ICT の重要性について強調しているのみであり、具体的な計画づくりとの関係につい

て考察したものはない。 

 

1.3 本稿の位置付け 

上記のような先行研究を踏まえ、本稿では、まず、「１ はじめに」で本稿の背景や目的、先行研究、

分析の位置付け等について明らかにする。次に、「２ 政府における東日本大震災時等の ICT の活用状

況に関する調査分析」において、先行研究であげた総務省（2012）、内閣官房（2014）の調査結果や分

析について整理する。そして、「３ 内閣府の地区防災計画制度と ICT の活用事例」において、内閣府

の「地区防災計画モデル事業」において、ICT に関する取組を実施している神奈川県横須賀市のマンシ

ョンにおける事例について、地域コミュニティのリーダーへのインタビューを踏まえ、分析を行う。そ

して、「４ 最後に」で、「地区防災計画制度」における ICT の活用の在り方についてまとめるものとす

る。 

なお、本稿における分析・意見等にわたる部分は、著者達の私見である。 

                                                   
7 災害対策基本法改正の際のコンメンタールとしては、災害法制研究会編（2014）参照。 
8 なお、「地区防災計画制度」や地域防災力の向上のための ICT の活用については、前出の内閣府（2014a）

34 頁以下、西澤・筒井（2014a）175 頁以下でも触れられている。 
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２ 政府における東日本大震災時等の ICTの活用状況に関する調査分析 

 ここでは、政府における東日本大震災時等の ICT の活用状況に関する調査分析として、引用されるこ

との多い総務省（2012）及び内閣官房（2014）について紹介しておきたい。 

 

2.1 総務省「災害時における情報通信の在り方に関する調査結果」より 

 2012 年３月に総務省が公表した、東日本大震災発災時の被災者の情報行動や ICT の活用状況につい

て行ったインタビュー調査である総務省（2012）9によれば、津波の情報や避難後の生活情報等被災地

域における情報収集手段についてインタビュー調査を実施したところ、発災直後の情報収集においては、

ラジオやテレビ、防災無線といった即時性の高い一斉同報型ツールの利用率が高いが、ラジオでは詳細

な情報を得ることができないことから、ラジオが最も役立ったという評価は、ラジオの利用率の半分程

度である。また、携帯電話については、無線なので災害の時に活用できることが期待されていたが、設

備が被災したり、バッテリーが切れる等により、実際にはあまり使えなかったことから、即時性の高い

情報を伝達するため、複数の伝達経路を活用して情報伝達を行うことの必要性が示唆される結果となっ

た。 

一方、SNS 等の利用者10にとっては、避難後の生活情報を収集するに当たって、近隣住民の口コミに

続きインターネットの有用性が高かったことが判明している。そして、Twitter を活用したタイムリー

な情報の入手等 SNS によって、即時性・地域性の高い情報収集を実施していたことが判明しており、

SNS 等の ICT を活用できるか否かにより、情報格差が発生していたことが推測される。 

 東日本大震災を踏まえた被災者の情報通信に関する要望やニーズについては、27.3％が携帯電話の重

要性をあげており、最も要望が多くなっている11。 

 震災直後から避難後にかけて、ICT に係るリテラシーの高いユーザーを中心に、ブログ・Google 

Person Finder 、Twitter 等インターネットを活用した安否確認や地域に密着した情報収集等が行われ

ており12、「報道機関の情報が入ってこなかったために Youtube 等の情報が役立った」、「SNS、Twitter

を使って、知り合いと情報交換をして、最低限の情報を得た」、「携帯電話は通話・メールともに使えず、

Twitter、Facebook によって友人の安否を知った。」「行政情報とともに市民主体の情報ポータルがあれ

ばよかった」等発災時の情報収集・伝達手段としてのインターネットの重要性が強調される結果となっ

ている。 

 

2.2  IT総合戦略本部防災・減災分科会の報告書より 

 2014 年９月に公表された内閣官房（2014）では、東日本大震災における情報収集等の課題を踏まえ、

主に国や地方の行政機関を対象に調査を行い、災害時の情報活用の在り方について検討を行った。その

                                                   
9 2011 年９月～2012 年１月にかけて、岩手県宮古市・大槌町・釜石市・大船渡市・陸前高田市、宮城

県気仙沼市・南三陸町・石巻市・仙台市・名取市、福島県南相馬市・いわき市の被災者、ボランティア

等を対象にインタビュー調査を実施した。 
10 総務省（2012）の中では、SNS 等の利用者を先進ユーザーとしている。 
11 地域住民の要望やニーズとしては、放送による地域情報の提供（16.0％）、市民に確実に情報が伝わ

る手段（防災無線等）の整備（12.9％）、インターネットの活用（10.8％）が上位にあがっているほか、

通信手段を確保するための電源（9.3％）、ライフラインとしての電源確保等（6.2％）等電源に対する要

望やニーズも多い。 
12 属性別では、NPO・ボランティアにおいてインターネットを活用したという回答が 84.0％、自治体

が 78.6％とインターネットの利用が進んでいる。 
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中では、設備やその維持費用等の問題を踏まえ、SNS 等の民間情報13の活用のメリットや行政機関の期

待について説明しており、ここでは、その部分について紹介したい。 

まず、SNS 等は対象地域の大きさに応じて、スマートフォン等多様な機器から、情報収集・コミュニ

ケーションツールとして日常的に無料で利用が可能であり、共有できる情報の多様性、情報拡散の広さ

や速さ、双方向性の強さ等の特徴が指摘されている。 

そして、これらの有効な活用方法とそのための環境整備の在り方の課題や活用方策について14、住民

の世代間の IT リテラシーの格差や防災活動の継続の難しさ等についても指摘した上で、インターネッ

トの利用者が増加していることを踏まえ、IT リテラシー格差は小さくなっており、防災・減災への活用

の可能性について指摘している15。 

 また、事例調査の中では、山口県萩市において、2013 年５月の大雨時に地元の高校生が川の氾濫の

危険を感じて SNS（LINE）を通じて避難を呼びかけたところ、地域コミュニティの人々の迅速な避難

行動につながったこと、その後も、これらの情報発信がきっかけになって、被災後の泥かき等地域コミ

ュニティの共助の活動につながったこと等が紹介されている16。 

そして、災害時の SNS 等の活用のためには、①用途（情報発信（情報共有・コミュニケーション等）、

情報収集（情報分析等））、②有効な災害種別（地震、津波、洪水、土石流、豪雨、大雪、噴火等）、③

有効な災害フェーズ（平時、発災直前、発災、初動期、救援期、復旧期）、④信頼性評価（正確度（内

容、位置、画像、時間等）、情報発信者に対する信頼性、情報内容に対する信頼性）のような点につい

て、情報発信と情報収集に分けた上で、発信・収集できる主な情報内容ごとに分けて分析を行い、その

活用の重層化を図ることが重要である旨指摘している17。 

 

3 内閣府の地区防災計画制度と ICTの活用事例 

3.1 地区防災計画制度とは 

 東日本大震災等における公助の限界と地域コミュニティにおける共助による防災活動の重要性を踏

まえ、内閣府は、2013 年の災害対策基本法の改正において、地域住民等による共助による防災活動に

関する「地区防災計画制度」を導入した。 

 同制度は、地域コミュニティの住民や事業者が、自らの地区18の防災活動に関する計画の案（素案）

                                                   
13 コミュニティツールである SNS（Twitter、Facebook、Line、mixi、地域 SNS 等）、参加型民間情

報共有システム（気象情報会社の提供するウェザーニュース等）、電子メール等が防災・減災において

活用が考えられるとし、人によって感知された情報（いわゆるソーシャル・センサー感知情報）が、SNS

等で流通することの重要性を指摘している。内閣官房（2014）２頁以下参照。 
14 内閣官房（2014）３頁以下参照。なお、履歴情報収集、情報の転送（共有）、話題集約化、同意等の

意思の表明、写真等の添付、位置情報の追加等多様な情報発信・共有・コミュニケーション・収集・分

析等が可能であることが指摘されている。 
15 内閣官房（2014）６頁参照。総務省（2013）では、年を追うごとにソーシャル・メディアの利用者

が増加しており、リテラシー格差が小さくなっている旨指摘している。 
16 内閣官房（2014）11 頁以下、NHK NEWS WEB 2013 年７月 30 日「山口・萩 高校生の LINE 情

報で避難」参照。 
17 内閣官房（2014）14～17 頁参照。 
18 「地区防災計画制度」における「地区」及び「地域」という言葉の区別については、次のように整理

されている。内閣府では、「地区」防災計画によって、「地域防災力」が強化できるとしており、「地区

防災力」ではなく、「地域防災力」という用語で統一しているが、これは、「地域防災力」は、従来から

都道府県、市町村、自主防災組織等の防災力について、「地域」の大小を問わずに利用されている用語
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を作成し、それを市町村防災会議に提案（計画提案）して、市町村地域防災計画の中に規定することに

よって、市町村と地区の防災活動を連携させ、地域防災力を高めようとしたものである。 

そして、①地域住民を主体とした計画（ボトムアップ型）、②各地域コミュニティの特性に応じた計

画（地域性）、③計画に基づく訓練、評価・検証、見直しによる PDCA サイクルによる活動を重視した

計画（継続性）という三つの特徴を有している。 

 内閣府では、同制度を推進するため、2014 年度からモデル事業を実施しており、全国 15 地区で、同

計画の作成が進められてきた19。 

 この「地区防災計画制度」では、ICT が効果的に活用されることが想定されており、平常時から発災

時まで、地域防災力の向上を図る上で、地域住民等が行政等と連携しつつ、ICT を活用した活動体制を

つくりあげることが重要だとされている。 

例えば、内閣府（2014a）34 頁以下では、地区ごとに想定される災害にあわせて、災害情報の収集・

共有・伝達に利用する通信手段等を決め、発災時に迅速に対応できる体制を整えておくことが重要であ

る旨指摘している。 

その要点を紹介すると以下のようになる。 

 第一に、防災活動を担う地域住民や事業者が、平常時から災害に関する情報を収集・共有し、また、

地域住民や事業者の間で伝達しておくことは、大変重要であり、発災時に正確な災害に関する情報を収

集・共有・伝達することが重要であるとしている。 

第二に、災害関係の情報は、地区の実情や災害の種類により様々な内容となることから、発災時に伝

達すべき情報や情報伝達のための媒体・メディア等の手段を事前に決めておき、地域住民や事業者の間

だけでなく、防災機関等と共通の意識を持っておくことが重要であるとしている 

第三に、災害情報の収集・共有・伝達のために多様な ICTサービスが存在しているが、災害によって

は、ICT サービスのうちのいくつかが利用できなくなる場合も想定されることから、地区によって想定

される災害にあわせて、災害情報の収集・共有・伝達に利用する通信手段等を決め、いざというときに

迅速に対応できる体制を整えておくことが重要であるとしている。 

第四に、東日本大震災での経験を踏まえ、行政、事業者等と連携して、携帯電話の位置情報、カーナ

ビ情報等のビッグデータ20を各地区の地区防災計画の作成に活用したり、広域的な視点から災害情報を

共有するシステム等 ICTを発災時の迅速な防災・減災活動に活用すること（マクロ的視点、いわゆる「鳥

の目」）のほか、SNS等によって地区内でリアルタイムに共有される情報を活用すること（ミクロ的視点、

いわゆる「虫の目」）も必要であり、マクロ的視点及びミクロ的視点を組み合わせた対応が重要になる

としている21。 

 

3.2 「よこすか海辺ニュータウンソフィアステイシア」での地区防災計画づくり 

 ところで、この「地区防災計画制度」が、実際にどのように ICT を活用して地域防災力を向上させる

                                                                                                                                                                         

であることから、「地区防災計画制度」の説明においても、「地域防災力」という用語を使っている。 
19 2014 年度の同事業の成果については、内閣府（2015）参照。 
20 市販のデータベース管理ツールや従来のデータ処理アプリケーションで処理することが困難な巨大

で複雑なデータの集積物のことである。 
21 室﨑（2013）134 頁参照。なお、本稿では詳述しないが、「地区防災計画制度」の創設には、室﨑（2005）

が内閣府、総務省消防庁、国土交通省等の関係者に大きな影響を与えた。制度創設に経緯については、

例えば、西澤・筒井・金（2015）参照。 
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ことができるのかについて検討するため、以下では、計画づくりにおいて ICT の活用についても検討を

行っており、2014 年度の内閣府の地区防災計画モデル事業の対象地区でもある「よこすか海辺ニュー

タウンソフィアステイシア」の関係者に対するインタビュー調査を行い、検討を行うこととする。 

 まず、同ニュータウンは、1992 年に完成した横須賀市東部の東京湾に面した街であり、約 6,000 人

が居住する高層マンションのほかに、大学や大規模な商業施設等が集積している。そのため、夜間人口

と比較して昼間人口がその 10 倍の６万人程度にのぼっており、この街全体が、臨海部の埋立地である

ことから、東日本大震災でも一部液状化等の被害が出ており、今後の想定災害としては、長周期地震動

による揺れの増幅、津波、液状化、地盤沈下等があげられている。 

そのようなこともあり、2005 年に「ソフィアステイシア自主防災会」が結成され、自主財源と市の

補助金によって 1,500 万円相当の防災資機材の備蓄を実施しているほか、避難誘導班の結成、要配慮者

情報の収集・整理、危機管理マニュアル作成等を実施してきている。 

2014 年度の内閣府のモデル事業においては、約 1,000 人が居住する４棟の高層マンションの地区防

災計画案の作成を実施しており、横須賀市とも連携して進めていることから、今後、同計画案が、市の

地域防災計画に盛り込まれる予定である。 

 なお、現在はマンションの地区防災計画の作成が進められているが、今後は、ニュータウンに進出し

た大学、企業、協同組合、各種団体等と連携を図り、ニュータウン全体での地区防災計画の作成が検討

されている。 

 このように、同地区の取組は、伝統的な町内会や小学校区をベースにした自主防災組織の活動とは異

なり、ニュータウンにおける 1,000 人単位の高層マンションにおける地区防災計画であること、多額の

備蓄を有しており、住民等の個人情報をうまく収集・活用していること、マンション以外の大学・企業

等とも連携して、その計画の範囲が広がりつつあること等の特徴がある。 

 

3.3 地区防災計画づくりを担っている地域コミュニティのリーダーへのインタビュー調査 

 このような先進的な特徴を有する同地区の取組について、さらに検討を行うため、以下では、ICT 等

の観点も踏まえ、同地区の防災活動やまちづくりのリーダーである「よこすか海辺ニュータウン連合自

治会」会長の安部俊一氏22に対するインタビュー調査を実施した。 

以下にまとめたインタビューの特徴的な部分は、半構造型で実施しており23、同氏から聞き取った際

のメモのほか、メール等で補足的に得た情報を踏まえて、2015 年４月に再構成したものであり、事後

に同氏による確認を経たものである。 

 

（質問）内閣府の地区防災計画モデル事業の対象地区として取り組んでみて感想はいかがですか。また、

マンションの地区防災計画が果たす役割は、どのようなものでしょうか。 

（安部氏）首都直下地震の発生が懸念されている関東地区で、マンションの自主防災組織で採択された

のは当方のみであり、責任の重さを感じています。 

巨大災害が発生した場合、倒壊や延焼リスクが少ないマンションは、居住者がマンション内に踏み止

                                                   
22 同氏は、一般社団法人マンションライフ継続支援協会の前理事でもあり、マンションの災害対応能力

を向上させるため、事業継続計画（BCP）のマンション版である MLCP（マンションライフ継続計画）

にも取り組んでいる。同協会 HP http://www.malca.or.jp/参照。 
23 基本となる質問事項をある程度決めておき、詳細は、その場でインタビューの対象者にあわせて進行

を行った。 



  第 32回情報通信学会大会予稿（2015年６月）  

9 

 

まって在宅での避難生活を継続するだけでなく、周辺からの避難者を受け入れるシェルターとしての役

割も果たせると思います。そのため、当マンションでの地区防災計画は、全国各地のマンション防災の

指標になっていくと考えています。 

（質問）マンションで地区防災計画に取り組もうと考えられたのは何故ですか。 

（安部氏）「マンション標準管理規約」におけるマンション管理組合の業務には、第 6 章・第 2 節・第

32 条第 13 項に「防災に関する業務」との記載はありますが、具体的な内容については記載されていま

せん。また、ほとんどの管理組合が、輪番制・1 年任期の役員で理事会を運営しているため、役員が頻

繁に変わり、長期的な視点と戦略を持って防災活動を行うのが難しくなっています。その為、マンショ

ン防災のひな形を作りたいと考えたのがきっかけです。 

この度完成した私共の地区防災計画では、管理規約集についても「災害対応型規約」に改定しました。

具体的には、居住者や役員の帰宅困難によって総会や理事会が開催できない場合の意思決定方法、緊急

復旧工事費用の支出方法、人命救助目的で行う専有部分への立ち入り等について管理規約集に明記しま

した。 

（質問）マンションの防災活動が活発化した要因は何ですか。 

（安部氏）当自主防災会の取組が注目されるようになるまで 10 年を要しました。防災活動を活性化す

るには時間がかかりますので、防災担当等の役員が長年にわたって留任して活動の継続を図ってきたの

です。 

（質問）マンション内の住民の情報管理のために居住者台帳を整備されているそうですね。個人情報を

集めるに当たって、難しさはありませんでしたか。 

（安部氏）居住者の 96％が台帳作成に協力しています。この台帳によって単身高齢者の救急救命に成功

したこともあります。私からは、各居住者に対して、「災害や緊急事態に遭遇した時に、台帳を届けて

おくことで自主防災会から助けてもらえる確率が上昇します」、「命より大事な個人情報等有りません。」

ということを言っています。台帳を提出していない世帯が 13 世帯ありますが、ほとんどが単身者で、

マンションには寝るために帰って来るような人でして、マンションの防災訓練やコミュニティ活動にも

全く参加されません。防災活動に参加いただけない方が増えると、地域コミュニティ全体の防災力が下

がってしまいますので、今後の課題であると考えています。 

（質問）マンション住民の方々は、比較的 ICT に対するリテラシーも高いように思われます。地区防災

計画や地域防災力の強化に向けて ICT をどのように活用されていますか。 

（安部氏）ICT が普及した現在、住民のほとんどがタブレット端末やスマートフォン、携帯電話を使っ

ています。災害時にそれを活用することは不可欠だと考えています。また、マンション内の「災害時の

安否確認システム」で、大規模広域災害が発生した場合に、勤務先や学校等で被災した住民とマンショ

ンに残った家族及び自主防災会との間の通信手段の確保を図っています。 

当マンションには東京等に通勤・通学している住民が多数おりますが、勤務先等にいる住民とマンシ

ョン内の家族等が相互に無事を確認できれば、大規模災害により炎の海・瓦礫の街と化した帰宅ルート

を、危険を冒して徒歩で帰宅する必要もありません。勤務先等で被災した場合は、その場に留まり一時

避難するとともに、当該地域の応急復旧活動に参加して社会全体の復旧復興を加速させたほうがいい場

合もあります。マンション内の家族は、自主防災会が支援するつもりです。その為の通信手段として、

警備会社の緊急連絡システム、通信会社のマンション内外の安否確認サービス、衛星携帯電話の活用等

を検討しているところです。 
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（質問）マンション内の防災活動の強化のためにも、広域的な活動にも ICT の導入を考えられていると

聞きました。 

（安部氏）いざというときのために、日頃の地域連携が重要になります。防災・減災の課題だけでなく、

地域福祉の課題を解決するために、連合自治会加盟 7 マンション（1,850 世帯・6,000 人居住）をユビ

キタスネットワークでつなぎ、タウンマネジメントとタウンセキュリティを強化する仕組みを検討して

います。 

今後、「地域包括ケアシステム」が本格的に導入され、在宅看護や在宅介護等が増えてまいりますと、

地域の町内会・自治会、地区社協の負担も大きくなって行きますが、ICT で全世帯をつなぎ、在宅療養

支援診療所、訪問介護ステーション、地域包括支援センター等とも連携して、在宅の高齢者（要介護者

だけでなく未病の健常者の発症予防も含みます。）を見守ろうという仕組みです。ただし、この仕組み

を導入するにはかなりの初期投資を必要とするという問題があります。また、タウンセキュリティにつ

いては、ICT を活用した交通事故防止システムや犯罪抑止システムの導入も検討中です。 

（質問）地域コミュニティの防犯等の地域活動にも ICT を使われているそうですね。 

（安部氏）当マンションで現在採用している緊急連絡システムは、自治会役員会（32 名）と管理組合理

事会（14 名）のスマートフォン・携帯電話に一斉送信できるメーリングリストです。これは、事件・事

故・災害等の緊急事態が発生した時に、このメーリングリストで全役員に一斉に動員が掛けられます。

その他に、インターネットのメーリングリストも活用していますが、緊急時対応という点ではいつも持

ち歩いているスマホ・携帯の方が機動力があります。 

 この仕組みが実際に有効に機能したことがあります。今から４年前の夏の早朝に、不審者がマンショ

ン内でうろついていたのを役員が発見して、一斉メールで招集を掛けたところ、10 名以上の役員が出動

して不審者を取り囲み、警察に引き渡したことがあります。 

 一般住民向けには、主な役員の携帯電話番号を開示していますので、住民が緊急事態に遭遇した時は、

この電話又はＣメール（SMS）に救援要請が入ります。 

 この携帯電話の連絡網が、急病（重度の熱中症）を発症した単身高齢者の救急救命に役立ったことが

ありました。それは、深夜１時頃の救援要請でしたが、私と民生委員が駆け付け、応急手当てを施しな

がら救急車を手配しました。この人は、居住者台帳で詳細な医療情報を申告していたため、投薬・治療

等の医療履歴が判っていました。私と民生委員が救急車に同乗して掛かり付けの病院に救急搬送し、３

時間ほど集中治療室にいましたが一命を取り止めることができました。 

 一方で、この仕組みは、珍事も引き起こします。数年前、災害時要援護者に登録されたお婆ちゃんが

私の携帯に泣きながら電話してきたので、「すわ一大事！」と緊張しましたが、用件は「孫娘が捨て猫

を拾ってきた。自分は猫アレルギーなのですぐに捨ててくるように言ったが孫が言うことを聞かない。

孫を説得して欲しい。」というものでした。 

 このような相談の電話は、高齢者や小・中学生を中心によく飛び込んできます。私は「よろず困りご

と相談所」・「横丁の御隠居」のように住民に使われていますが、これもコミュニティの良いところと諦

めています。 

（質問）発災時のための食糧等の備蓄については、具体的にどのように取り組まれていますか。 

（安部氏）災害時の食糧・飲料水・簡易トイレ・生活用品等、居住者が使う物資の備蓄については、各

家庭の自己責任で最低 7 日分の備蓄、保管場所にゆとりがあれば食糧と水は 2 週間分備蓄するように指

導しています。1,000 人の居住者の食糧・飲料水を自主防災会が備蓄するには膨大なスペースを必要と



  第 32回情報通信学会大会予稿（2015年６月）  

11 

 

するからです。 

自主防災会の備蓄品は、マンション全体で使用する防災器材（避難誘導、救助・救護、照明、共同炊

事用具等）と、マンション内の臨時避難所に避難した居住者（傷病者、要援護者、帰宅困難世帯の幼児、

津波浸水被害を受けた居住者）向けの食糧、飲料水、簡易トイレ、寝具、照明、卓上コンロ等の共同炊

事用具を備蓄しています。 

防災訓練の際には、自主防災会備蓄品の 700 人対応の大鍋等を使って炊出し訓練を行っていますが、

津波浸水被害を受けた場合は漂着瓦礫を撤去し、清掃・消毒を済ませた後でなければ共同炊事体制は取

れません。その間は各家庭の備蓄品で対応するということです。共同炊事が始まったら、食材は各家庭

の備蓄食糧を持ち寄ることにしています。 

ここで問題になるのが、消防法による燃料（プロパンガス、灯油等）の備蓄量制限です。燃料が切れ

たら共同炊事も機能不全になってしまいます。備蓄制限の緩和が求められます。 

（質問）発災時のホスピタリティ、生活や事業の継続等については、どのように考えられていますか。 

（安部氏）マンション防災に関するホスピタリティについては、居住者台帳で事前に登録した災害時要

援護者と災害に伴う傷病者は最優先で保護します。また帰宅困難世帯の園児・児童は、保護者に代わっ

て自主防災会が学校等から引き取り代行を行い、保護者が帰宅するまで臨時避難所（13 階にあるゲスト

ルーム・コミュニティルーム）で世話をします。 

当マンションは津波浸水の恐れがありますので、浸水被害を受けた低層階の居住者は、自主防災会が

繋ぎ役となって高層階の住宅（主に家族数が少ない高齢者世帯が対象）に一時避難を受け入れて貰う予

定です。 

（質問）最後に今後の課題としてお考えの点について教えてください。 

（安部氏）これは、制度的な問題ですが、新たな、しかも「マンションにとって重大な災害リスク」が

発生しています。 

2015 年 3 月 27 日に国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室主催の「マンションの新たな管

理ルールに関する検討会」の第 11 回検討会において、報告書（案）の中で、標準管理規約から「コミ

ュニティ条項」を削除しました。 

要約すれば、「マンション管理組合の業務は土地・建物・管理組合会計の財産管理だけに限定すべき」、

「防災のベースとなるコミュニティ活動は管理組合の業務として行うべきではない」、「自治会活動は管

理組合活動から切り離すべき」と言っています。 

このようなことをすれば、国として「国土強靭化」を標榜している中で、マンションのコミュニティ

を原動力とする「防災・防犯・地域福祉」等の活動が崩れてしまう危険があります。今後、マンション

における防災活動が成り立たなくなってしまうのではないかと、強く懸念しています。 

 

3.4 インタビューからの示唆 

上記のように、インタビューにおいて、安部氏からは、「よこすか海辺ニュータウンソフィアステイ

シア」の特徴と ICT の活用を中心に伺った。当該地区は、多くの備蓄や防災経験を持っており、マンシ

ョン住民によって構成されている地区であるが、発災時には、マンションで在宅避難を想定しているこ

と、被災者の受け入れを検討していること、地域住民の台帳の作成に成功していること、災害時に ICT

を活用することは不可欠だと考えていること、発災時に勤務先から家族の安否が確認できるように ICT

を活用しようとしていること、そして、発災時の活動を支える日頃の地域連携や福祉活動のためにも
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ICT を活用していること等の特徴があげられる。 

ここからは、マンションという伝統的な自主防災組織とは少し異なった地域コミュニティにおいて、

先進的な取組が行われており、そのような場において、災害時の ICT の活用のほか、日頃の地域活動や

福祉活動における ICT の活用が大変重要になっていることがわかる。 

特に、出勤先から家族の安否を確認するために ICT を活用し、無理な帰宅を抑制するという考え方は、

東日本大震災時に多くの被災者が家族の安否を確認するために ICT を利用しようとした経験にも通じ

るものがあり、今後、居住環境を整えるに当たり、大変重要な要素になると考える。 

さらに、同地区では、地域連携や福祉活動の活性化のためにも ICT を活用している。内閣府（2014b）

によれば、地域活動や福祉活動は防災活動と相関関係があり、また、地区防災計画による防災活動は、

地域コミュニティのネットワーク、信頼性、互酬性（お互い様の意識）を主要な要素とするソーシャル・

キャピタルを高め、地域の活性化や地域の特性に応じたまちづくりにもつながるとしている。そのよう

な点を踏まえるならば、このような ICT の活用は、将来的に、地域連携や地域の活性化につながってい

く可能性があると考える24。 

 もう一点、災害時の食やホスピタリティ、生活や事業の継続等に関する質問を行った。災害対策のバ

ロメーターとして、発災時の食や生活や事業の継続の観点が取り上げられることが多いが、同地区は、

マンションの住民が協力して、地域コミュニティとして、自助・共助による災害時の食の備蓄、相互の

助け合いによるホスピタリティ、生活や事業の継続等にも積極的に取り組んでおり、極めて先進的な事

例として注目される。地域コミュニティにおける良好な人間関係やソーシャル・キャピタルの豊かさが、

災害対策用の食の在り方、ホスピタリティ、生活や事業の継続の準備等にも表れているといえ、今後、

防災や地域コミュニティの活性化を分析するに当たって、これらの観点が一つメルクマールになる可能

性があると考える。 

 なお、最後に安部氏は、国土交通省において、マンション管理組合のコミュニティ機能を制限する方

向に検討が進んでいることについて、マンションのコミュニティを原動力とする「防災・防犯・地域福

祉」等の活動基盤が崩れてしまうと指摘しているが、防災等の観点からは、マンションにおけるコミュ

ニティの共助による活動は不可欠なものであり、これらの活動に影響が出ないように、各マンションの

特性を踏まえた上で、十分な配慮が必要になると考える。 

 

４ 最後に 

4.1 情報通信系シンクタンク関係者からのヒアリングを踏まえて 

詳細は別稿にゆずるが、今後の地区防災計画と ICT の関係を探るため、ICT の観点から地域防災力の

向上や地区防災計画づくりを推進している情報通信系シンクタンクの幹部に対するインタビュー調査

を行ったことから、その概要のみ簡単に紹介しておきたい。 

インタビューの対象は、一般財団法人関西情報センター（会長：森下俊三 NTT 西日本元社長・同志

社大学院特別客員教授）の田中行男専務理事25であり、以下に示すのは、2015 年４月に半構造型のイン

タビュー調査を行い、同氏から聞き取った際のメモのほか、メール等で補足的に得た情報を踏まえて、

                                                   
24 ソーシャル・キャピタルの概念等については、稲葉（2011）、大矢根（2010）、原田（2012）、山内・

伊藤（2005）、内閣府国民生活局（2005）、同（2003）、Putnam (1993)、Coleman (1990)等参照。 
25 田中専務理事は、NTT の出身であり、現在は、地区防災計画学会の理事も務めているほか、同学会

において 2014 年度学会賞（功労章）を受賞する等地域防災力の強化のため、専門的な活動を実施して

きた。 



  第 32回情報通信学会大会予稿（2015年６月）  

13 

 

2015 年４月に再構成してまとめたものの要旨である。 

インタビューの中で田中専務理事は、これまで情報通信を地域防災力の向上に活用したり、地区防災

計画づくりに携わった経験を踏まえ、①農作業中等でも利用可能なウェアラブルな機器から得られる各

住民等の所在地情報・これらの機器へ伝達できる災害情報、②比較的安価で市販のカメラ等を利用でき

るドローンから得られる各地区の情報、③行政の各種ヘリから収集される専門的な広範囲の情報を組み

合わせることによって、地域防災力を効率的かつ効果的に向上させることが可能である旨指摘した。 

さらに、行政の地域防災計画だけでなく、地区防災計画の中に、これらの事項を盛り込むことで、地

域住民や事業者の果たすべき役割を明確化し、実際に行政と民間が ICT を活用して、効率的かつ効果的

に連携できるような環境を整えることが重要であるとした（全体像は次項の図参照）。 

思うに、田中専務理事が上記①～③で具体的に示したような手法によって、各地区における地域住民

等及び行政による ICT による情報収集・情報伝達を効果的に組み合わせることにより、各地区の情報を

行政側が迅速に集約できる可能性があるほか、これらの情報を活用して地域住民等に（又は地域住民等

の中で）情報伝達を行い、地域住民等が、避難行動等を迅速に行うことができる環境をつくることがで

きる可能性がある。そして、このような環境を整え、ICT によって、地域住民等による助け合いである

共助によるソフトパワーをさらに効果的に活用することができれば、防災活動が効率的かつ効果的に実

施され、発災時に地域住民等の命を守ることにもつながると考える。 

そのため、このような ICT による情報収集や情報伝達に関する事項をどの程度地区防災計画に盛り込

むことができるか、また、それを実際に発災時にうまく活用することができるか等は、地域住民等の ICT

に関するリテラシーの状況によっても異なることから、一概には言えないものの、地域住民等が積極的

に防災活動に ICT を活用することは、今後、重要な課題になるものと考える26。 

 

                                                   
26 地域防災力の向上を図るに当たって参考となりそうな事例としては、①長野県塩尻市では、市内各

所に設置したセンサーによって、循環バス等の位置情報、河川の水位情報等を把握し、地域住民等への

避難勧告等市全体の防災活動に活用、②宮城県石巻市では、地域コミュニティの住民や事業者が協力し

て、観光客等が、東日本大震災の被害を追体験するために、ガイドと一緒に市内各所をまわる「防災ま

ちあるき」を実施し、その際に、地理情報システム（GIS）や拡張現実（AR）技術を活用したアプリを

利用することによって、観光客等が、タブレット等で災害時の様子や将来の復興図を見ることができる

ようにしたほか、被災者の体験談等を音声で聞くことができるようにすることで、ICT を活用した日常

的な防災意識の啓発等を図っている。2015 年３月 30 日日本経済新聞「パネルディスカッション「地方

創生×ICT」の現場と豊かな地域発展の可能性」参照。 
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図 大規模災害における情報の在り方（田中行男（一財）関西情報センター専務理事提供） 

 

4.2 まとめ 

 本稿では、大規模広域災害時の ICT の活用について、総務省及び内閣官房の東日本大震災に係る調査

結果について分析するとともに、地域コミュニティの防災力を強化するために 2014 年４月から施行さ

れた法定の「地区防災計画制度」について、マンションのコミュニティで防災活動を行っているリーダ

ーに対するインタビュー調査、情報シンクタンク関係者に対するインタビュー調査等を実施し、関連す

る取組事例を踏まえ、検討を行った。 

 その結果、SNS 等の ICT は、フェーズや災害種別等に応じて、多様な情報収集・発信ツールと併用

することによって、地域コミュニティの防災上の課題を克服する上で、有効なツールであること、また、

各事例を踏まえるならば、ICT をうまく活用し、地区防災計画の中に盛り込むことで、地域コミュニテ

ィの防災力を効率的かつ効果的に向上させることができる可能性があることが推測される。 

大規模広域災害時には、行政機能が低下して「公助の限界」に直面する場合も考えられ、そのような

場合を想定した地域コミュニティにおける共助による防災活動に係る地区防災計画の課題は多いが、今

後、地域コミュニティの住民等が、SNS 等の ICT の特徴を十分に理解し、地域の地理的な特性や社会

的な特性、地域住民の ICT の利用に係る熟練度、日常生活での利用状況、防災訓練の状況等の各地区の

実情に応じて、ICT を防災活動に有効に活用することが重要である。 

そのためには、本稿で紹介した内閣府の地区防災計画モデル事業の事例や関係者のインタビューを踏

まえ、ICT を活用した先進的な防災活動・まちづくり等を促進し、そのフォローアップ等を続けつつ、

広く全国的な普及啓発を図っていくことが重要である。 

また、そのような地区防災計画に基づく活動を図るためのメルクマールとしては、ICT のほか、災害

時の食の問題、ホスピタリティや生活や事業の継続のような視点も重要になっていることに留意する必

要があると考える。 

そして、「地区防災計画制度」の運用に当たっては、ICT を活用することによって、行政と地域住民

の情報交換やいざというときの情報伝達が密になり、行政によるトップダウン型の防災活動と地域コミ

ュニティにおけるボトムアップ型の防災活動がうまく連携できるようにするとともに、内閣府（2014a）
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のような標準化されたガイドラインを活用しつつ、アプリ等を活用して、それぞれの地区の特性に応じ

た計画を作成し、その計画が、ICT を活用した訓練等によって、地域住民等によって活用され、その活

動が継続されていくような環境を作っていくことが重要になる。そして、それが国土強靭化の基礎とな

る「コミュニティの強靭化」につながっていくものと考える。 
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